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はじめに 

 

 茨木市立男女共生センターローズＷＡＭは平成 12（2000年）年４月１日開所以来、

茨木市男女共同参画計画に基づいて、男女の自立と社会参加・参画、地域・家庭への

積極的参加を促進し、男女共同参画社会の実現をめざす活動拠点として事業を推進し

ています。 

令和５年３月にいばらきジェンダー平等プラン（第３次茨木市男女共同参画計画）

が策定されました。平成 24 年（2012 年）に策定、平成 29 年（2017 年）に改訂しま

した第２次男女共同参画計画に基づき、ローズＷＡＭでも様々な取組みを行ってきた

ところでありますが、これまで取組んできた様々な事業を踏まえながら、新しい計画

が目指すところを実現していくために、ご利用者のみなさまのご理解とご協力を賜り

ながら、事業展開や運営により一層努めてまいりたいと考えています。 

 

  ローズＷＡＭは、性別にかかわらず誰もが自分らしく輝くことができるきっかけを

提供する場でありたいと考え、様々な事業を展開しています。また、多様な人々への

情報提供の充実を図るため、様々な媒体を通じて、情報発信と情報提供に努めるとと

もに、より有効な方策の研究を進め、各グループ（事業・情報・保育・広報・舞台・

相談）が連携して講座・研修の企画・運営、学習や交流の場の設置・環境整備、情報

の収集・提供や発信、舞台関係の運営、相談業務、一時保育等を実施しております。

また、館内の会議室やホール等の諸施設の一般貸し出しや茨木市立男女共生センター

登録団体・サークル等の活動の支援を通して、市民のみなさまの自主的な活動もサポ

ートしております。 

 

ローズＷＡＭでは、市民のみなさまが気軽に訪れ、楽しくそして心地よく各種事業

に参加してもらえる運営、サービス、広報活動を展開する中で、市民のみなさまに男

女共同参画を生活の場で実践していただき、地域、家庭、学校、職場等で豊かな活力

ある社会づくりを進めることを目標としています。 

  さらに、単独館としてのよさを生かし、多くの市民の方にネットワークギャラリー

や交流サロン等を気軽に利用いただくことで、男女共同参画についての様々な情報に

触れる雰囲気づくりも大切にしています。 

 

 ここに、令和５年度の活動を取りまとめた事業概要を作成いたしましたので、ご高

覧いただきますとともに、みなさまの日々の生活の一助となれば幸いです。   

  令和６年（2024年）６月 

       男女共生センターローズＷＡＭ                              

所長 富 崎  敏 
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